
 

訴     状 

２００５（平成１７）年２月２８日 

仙台地方裁判所 民事部 御中 

              原告ら訴訟代理人 弁護士 勅使河原  安  夫 

              同        弁護士 吉  岡  和  弘 

                                                                 外５０名 

当事者の表示 

  別紙当事者目録、代理人目録記載のとおり。 

違法公金支出返還請求事件（住民訴訟） 

  訴訟物の価額 金１６０万円 

  貼用印紙額    金１万３０００円 

 

請求の趣旨 

１ 被告は，土井喜美夫及び国に対し，連帯して金６０００円を石巻市に支払うよ

う請求せよ。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

との判決を求める。 

 

請求の原因 

 

第１ 当事者 

 １ 原告らは，宮城県石巻市の住民である。 

 ２ 被告は石巻市の市長である。 

 ３ 原告らが被告に対し，損害賠償請求又は不当利得返還請求を求める相手方は

石巻市長を務める個人たる土井喜美夫及び国である。 

第２ 違法な公金支出 
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 １ 壮行会への参加と公費負担 

   自衛隊（国）は，下記要領で「イラク人道復興支援の派遣要員壮行会」をそ

れぞれ行い，石巻市長土井喜美夫はこれに代理人を出席させ，その参加費を石

巻市の公費から支出した。 

   （１）日時：平成１６年４月７日（水）午後５時３０分から午後７時 

      場所：航空自衛隊松島基地内 隊員クラブ 

      会費：１人３０００円 

（甲第１号証乃至甲第５号証） 

   （２）日時：平成１６年６月７日（月）午後５時３０分から午後７時 

      場所：航空自衛隊松島基地内 隊員クラブ 

      会費：１人３０００円（甲第６号証乃至１０号証） 

 ２ 壮行会開催そのものの違憲・違法性と違法な公金支出 

 しかし，イラク人道復興支援と銘打った自衛隊の海外派遣そのものが違憲・

違法であるため（詳細は，別紙「イラク人道復興支援の違憲性」記載のとおり

），違憲・違法な派遣のための上記各壮行会は開催そのものが違憲・違法であ

る。すなわち，違憲・違法な海外派遣を鼓舞するための壮行会は，いわば違憲

・違法状態の継続を幇助・助長するものであり許されない。よって，そのよう

な壮行会において会費を集めること及び会費を公費から支出することのいずれ

もが違憲・違法である。 

第３ 法的責任 

 １ 自衛隊（国）の責任 

  自衛隊（国）はこのような違法な各壮行会を主催し，首長を招けば公費から参

加費用が支出されることを予見しながら，石巻市長に出席を働きかけて違法な

会費を石巻市に負担させ，会費相当額の損害を与えた。よって，不法行為に基

づく損害賠償責任を負う。 

 また，違憲・違法な壮行会であるから，会費の支出は法律上の原因に基づか
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ないものであり，自衛隊（国）は石巻市に対し，不当利得返還責任を負う。 

 ２ 石巻市長たる土井喜美夫個人の責任 

 違憲・違法な各壮行会にもかかわらず，土井喜美夫は故意又は過失によって

これに出席して会費を負担することを決め，市職員を代理出席させた上で会費

を公費から支出させた。これによって，石巻市は会費相当額の損害を被った。

よって，土井喜美夫は，不法行為に基づく損害賠償責任を負う。 

 また，違憲・違法な壮行会であるから，会費の支出は法律上の原因に基づか

ないものであり，土井喜美夫は石巻市に対し，不当利得返還責任を負う。 

第４ 監査請求 

 そこで，原告らは，上記違憲・違法を指摘して，平成１６年１２月１３日，

石巻市が国及び土井喜美夫に対して，会費相当額の損害賠償もしくは不当利得

返還をもとめるよう，石巻市監査委員に対して地方自治法２４２条１項に基づ

く監査請求をした（受理日は同年１２月２１日）。 

 ところが，石巻市監査委員は，①壮行会に公費で出席することは，社会通念

上相当と認められる，社交儀礼上の行為であり，市長の裁量の範囲内である，

②イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別

措置法（以下，「イラク特措法」という）に基づき自衛隊を派遣している以上，

法令の違憲性については裁判所が判断すべきで監査委員の判断にはなじまない，

③法律は合憲との推定を受けるなどを理由として，平成１７年２月２日付けで

監査請求を棄却し（甲第１１号証），監査結果は同年２月３日に原告ら代理人

に送達された。 

第５ 結論 

 よって，国及び土井喜美夫は石巻市に対し，連帯して前記損害賠償もしくは

不当利得返還をなすべきであるところ，原告らは，地方自治法２４２条の２第

１項４号に基づき，被告が国及び土井喜美夫に請求の趣旨記載の金員の支払い

を請求するよう求める。 
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証拠方法 

 １ 甲第１号証  市長への案内状（平成１６年４月吉日付）   （写し） 

  ２ 甲第２号証  「イラク人道復興支援派遣要員壮行会」概要  （写し） 

 ３ 甲第３号証  支出証明書（平成１６年４月７日付）     （写し） 

 ４ 甲第４号証  領収書（平成１６年４月７日付）       （写し） 

 ５ 甲第５号証  ４月７日（水）行事予定           （写し） 

 ６ 甲第６号証  市長への案内状（平成１６年５月吉日付）   （写し） 

  ７ 甲第７号証  出欠回答書                 （写し） 

 ８ 甲第８号証  支出証明書（平成１６年６月４日付）     （写し） 

 ９ 甲第９号証  領収書（平成１６年６月７日付）       （写し） 

１０ 甲第１０号証 ６月７日（月）行事予定           （写し） 

１１ 甲第１１号証 監査結果通知書               （写し） 

 

添付書類 

 １ 甲号証写し                         各１通 

 ２ 委任状                            ２通 
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